
奥州市社会福祉協議会発展・強化経営計画の中間見直しについて 

 

 令和２年度に策定した奥州市社会福祉協議会発展・強化経営計画（以下、「経営計画」

という。）の計画期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間です。 

中間年に当たる令和５年度については、これまでの取組状況を評価し、計画期間終了

の令和７年度までに計画が達成できるよう、実施する事項・目標等を見直しました。 

 なお、令和５年度までの取組状況の評価において、計画が達成された項目については

終了とし、見直し項目や継続項目が達成できるよう進めます。 

 

１ 計画の重点項目と見直しに係る今後の取組みの方向性 

  経営計画の見直しに係る今後の取組みの方向性については、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



２ 取組みの方向性 

  経営計画の見直しについては、「達成による終了」「継続」「実施事項の変更」の  

３区分により評価しました。 

 (1) 達成による終了：８項目 

   令和５年度までに計画した事項や目標が達成されたことに終了 

 (2) 継続：８項目 

   計画した事項や目標が取り組み中により継続 

 (3) 実施事項の変更：２項目 

   実施方針に基づき、計画をより発展的または効果的に取り組むため、事項や目標

を変更 

 

３ 実施事項の変更項目 

  変更項目については、次とおりです。 

 

➢ １ 信頼ある組織・機構づくりと事業推進体制の見直し 

   （２）事務事業の効率性と機能性 

 

  【見直し理由】 法人全体のコスト削減を主眼に、業務の効率性や機能性を高める

ことを目的に、電子機器の導入やシステムの具体的な活用を図るため見直し

ます。 

 

➢ ４ ニーズに基づいた事業展開と評価及び支援体制の確立 

   （１）社会資源（地域や関係機関）との連携強化 

 

  【見直し理由】 各地区振興会との連携をより強め、各地区振興会が進めるコミュ

ニティ計画への支援や協力に向けて見直します。 

 

 

 各項目の見直し内容については、「第４章 実施方針の具体的な行動計画」のとおり 


